
京都運輸支局長 殿

○○運輸　株式会社　

大阪府大阪市中央区大手前４－１－７６

京都営業所
京都府京都市伏見区竹田向代町３７

選任年月日 兼職の有無 選任年月日 兼職の有無 選任年月日 兼職の有無

Ｈ２５ １１ １
有（　　　　　）・無

Ｈ２７ ４ １
有（整備管理者）・無

Ｈ２７ ４ １
有（　　　　　）・無

事業の種類 一般乗合      ・      一般貸切      ・      一般乗用      ・      特定

事業用自動車の台数
総数 （内訳）

台

運行管理者　　・　　補助者 運行管理者　　・　　補助者 運行管理者　　・　　補助者

旅客自動車運送事業運行管理者・補助者　選任（解任）届出書

届出者の氏名
又は名称

届出者の住所

統括運行管理者氏名 　管理　太郎 営業所の名称

選 任 年 月 日 平成２５年　　１１月　　　１日 及び所在地

１５ 乗合１０台、貸切５台

記入例

欠格事由への該当 有　・　無 欠格事由への該当 有　・　無 欠格事由への該当 有　・　無

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

京都２０１４
第９９９９号（旅客） Ｈ26年12月9日

基礎講習修了番号 修了年月日 基礎講習修了番号 修了年月日 基礎講習修了番号 修了年月日

近京旅客
第９９９９号 Ｈ25年4月30日

近京貸切
第８８８号 Ｈ27年12月15日 年　　　月　　　日

Ｓ５０年１１月２１日 Ｓ４８年２月１日 Ｓ５５年１０月１日

資格者証番号 交付年月日 資格者証番号 交付年月日 資格者証番号 交付年月日

氏名（フリガナ） 生年月日 氏名（フリガナ） 生年月日 氏名（フリガナ） 生年月日

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

解任年月日 解 任 理 由 解任年月日 解 任 理 由 解任年月日 解 任 理 由

Ｈ２５年１１月　１日
有（　　　　　）・無

Ｈ２７年４月　１日
有（整備管理者）・無

Ｈ２７年４月　１日
有（　　　　　）・無

管理 太郎
カンリ タロウ

運行 二郎
ウンコウ ジロウ

補助 花子
ホジョ ハナコ



欠格事由への該当 有　・　無 欠格事由への該当 有　・　無 欠格事由への該当 有　・　無

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

基礎講習修了番号 修了年月日 基礎講習修了番号 修了年月日 基礎講習修了番号 修了年月日

近京旅客
第８８８８号 Ｈ23年4月30日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

S48年４月１２日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

資格者証番号 交付年月日 資格者証番号 交付年月日 資格者証番号 交付年月日

氏名（フリガナ） 生年月日 氏名（フリガナ） 生年月日 氏名（フリガナ） 生年月日

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

解任年月日 解 任 理 由 解任年月日 解 任 理 由 解任年月日 解 任 理 由

Ｈ２８年７月　８日
有（　　　　　）・無

年　　　月　　　日
有（　　　　　）・無

年　　　月　　　日
有（　　　　　）・無

運行管理者　　・　　補助者 運行管理者　　・　　補助者 運行管理者　　・　　補助者

選任年月日 兼職の有無 選任年月日 兼職の有無 選任年月日 兼職の有無

補助 一郎
ホジョ イチロウ

（記載事項）

１．　事業の種類については、該当するものを一つ選択すること。

２．　届出する運行管理者、補助者の別については、該当するものを選択すること。

４．　選任届出にあたっては、兼職の有無について該当項目を選択し、有の場合はその職名及び職務内容等を記載すること。

５．　解任届出にあたっては、解任理由として転勤・職制変更、法第２３条の３の返納等を記載すること。

６．　複数の運行管理者を選任する営業所については、統括運行管理者を選任し、統括運行管理者氏名、選任年月日を記載すること。

（注意事項）

備　考

３．　同一営業所で複数の種類の事業の事業用自動車の運行を管理する場合には、事業用自動車の台数の内訳欄に、事業の種類ごとの台数を記載すること。その
際、一般乗用の事業用自動車については、乗車定員１１人以上の車両の台数をあわせて記載すること。

７．　補助者を選任する場合については、資格者証を有する場合は資格者証に関する情報、基礎講習受講者の場合は基礎講習に関する情報を、それぞれの欄に記載すること。

　運行管理者の選任を届け出る場合は資格者証（写しでも可）を、補助者の選任を届け出る場合は資格者証（写しでも可）、貨物自動車運送事業法第１９条第１項の
運行管理者資格者証（写しでも可）又は基礎講習修了証（写しでも可）若しくは運行管理者手帳（氏名等及び当該基礎講習の受講等が確認できる箇所の写しでも可）
を提示すること。それができない場合は、別途届出窓口の支局等に、これらの書類（写しでも可）を提示するか、これらの書類の写しを郵送すること。


